
 

 

                   

 

 

 

                 

 

 

 グローバル化が急速に進む中で、学校に就学する児童生徒の外国

語によるコミュニケーション能力を高め、英語力の向上を図るため

に、市では令和２年度より、財団法人日本英語検定協会が実施する

実用英語技能検定料の一部を補助しています。

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 方 法 

対象検定級 
小学校 ５級以上 

中学校 ３級以上 

申請書を記入し、必要書類を添付して学校へ提出してください。 

（詳しくは裏面をごらんください。） 

補助額 

補助回数 

北斗市教育委員会 学校教育課 

〒049-0156 北斗市中野通２丁目１３番１号 北斗市総合文化センター「かなで～る」内 

 TEL: 0138-74-2000 

 

 

検定料の１／２ 

１年度に１回 

（児童生徒１人あたり） 

受付期間・交付時期 

対象となる方 

随時受付しており、交付時期は年３回（７月・１１月・３月）となります。 

北斗市内の小中学校に在籍する児童生徒 

 



○申請方法 

 ◇本会場及び準会場（市内全中学校以外）で受験する方 

学校またはホームページに掲載している北斗市英語検定料補助金交付申請書兼請求

書（様式第１号）を記入し、学校へ提出してください。 

検定料は一旦支払いいただき、書類審査後に保護者口座へお振り込みいたします。 

※様式裏面には、検定料の支払いを証する書類（領収書など）の写し、受験票（３級以上は顔写真

貼付後）の写しを必ず添付のうえ、提出願います。書類に不備がある場合は、交付が遅れる場

合がございます。 

     

 ◇準会場（市内全中学校の会場）で受験する方 

学校またはホームページに掲載している北斗市英語検定料補助金交付委任状兼同意

書（様式第２号）を記入し、学校へ提出してください。 

学校へは、検定料の１／２の支払いをお願いいたします。 

※書類審査後に、教育委員会から学校へ検定料の１／２を振り込みいたしますので、保護者への

お振り込みはございません。 

   ※年度内に重複申請などが判明した場合は補助対象外となるため、後日、追加で検定料を支払

いいただく場合がございます。 

  

○受付時期・交付時期（本会場及び準会場（市内全中学校以外）で受験する方のみ） 

  申請は随時、受付しております。 

  ただし、申請月によって交付月が変わります。 

受付期間 交付時期 

３～６月 ７月 

７～１０月 １１月 

１１月～２月 ３月 

※なお、交付時期が決まっていることから、受験した年度の交付申請は２月末までの

申請とさせていただきます。 

よって、３月の申請分は、次年度の受験分とさせていただきますので、ご注意願いま

す。 

  （参考）令和７年３月に申請 → 令和７年４月～令和８年２月までの受験分が対象 


